
  令和３年第４０回選挙管理委員会定例会会議録 

   

開催日時 

                      午前１０時００分から 

  令和３年１２月１日（水）                 

午前１１時４０分まで 

出 席 者 
委 員 本橋委員長、梅田職務代理、小井委員、與川委員 

事務局 江川局長、油川次長、水越担当係長、中野主査 

開催場所 選挙管理委員会室 傍聴人        なし 

委 員 長 これから第４０回定例会を開会いたします。 

 議案第４７号 選挙人名簿の定時登録について 

局  長  （別紙のとおり、選挙人名簿の定時登録について説明し、決定を受け 

 た。） 

局  長  １２月１日時点の選挙人名簿の定時登録者数は、男２３１,８８１人、 

 女２５６,４３５人、合計４８８,３１６人となります。新規登録者につい 

 ては３,８１１人、抹消者数については４,７６０人となっています。この 

 旨を区長あて通知し、東京都選挙管理委員会あて報告いたします。 

委員一同  了承いたします。 

 議案第４８号 在外選挙人名簿の登録について 

局  長 （別紙のとおり、在外選挙人名簿の登録について説明し、決定を受け 

 た。） 

局  長 １２月１日時点での在外選挙人名簿の登録については、新規登録者が 

 ２５人、登録抹消者が２４人で、登録者総数は１,４３１人となっていま 

 す。併せて、東京都選挙管理委員会あて報告いたします。 

委員一同 了承いたします。 

 報告事項４０－１ 選挙人名簿抄本 閲覧状況について 

局  長  （別紙のとおり、選挙人名簿抄本 閲覧状況について説明し、報告し 

 た。） 

局  長 衆議院議員選挙の執行前の時期であったこともあり、合計で３０件の 

 閲覧がありました。 

 報告事項４０－２ 事務局職員の異動について 

局  長  （別紙のとおり、事務局職員の異動について説明し、報告した。） 

 報告事項４０－３ １月の日程について 

局  長  （別紙のとおり、１月の日程について説明し、報告した。） 



  協議事項 公職選挙法等改正要望事項の意向調査について 

局  長 （別紙のとおり、公職選挙法等改正要望事項の意向調査について協議 

 した。） 

局  長  東京２３区からは、豊島区から１件、板橋区から２件の改正要望事項が 

 出ていますので、杉並区からの意見を纏めたいと思います。 

委 員 長  改正要望事項として国に提出されても、なかなか法律改正までには至 

 らないことがありますか。 

局  長  事項によっては、長い間に渡り継続案件になっているものもあります。 

與川委員 豊島区からの改正要望事項については、立候補届の記載事項の異動が 

 生じた際には事務上の困難が生じますので、同意しても良いと思います。 

 板橋区からの２件については、保留としたいところです。 

小井委員  豊島区からの改正要望事項については賛同しますが、板橋区の２件に 

 ついては検討する時間が要ると思います。 

梅田委員 もう少し考えたいところです。 

委 員 長  豊島区からの改正要望事項については、賛同が多いと思います。来週の 

 定例会にて、再び協議することといたします。 

  協議事項 杉並区長選挙・杉並区議会議員補欠選挙の開票について 

局  長 （別紙のとおり、杉並区長選挙・杉並区議会議員補欠選挙の開票について 

 協議した。） 

局  長  杉並区長選挙・杉並区議会議員補欠選挙の開票作業については、事務局 

 としては即日開票とすることを考えています。 

與川委員  従事する職員数の減少については、事実だと感じています。今のところ 

 事務局からの資料を基に考えると、即日開票でも妥当かと思います。 

小井委員  人件費の削減の考え方もあると思いますが、選挙の翌日の区役所の窓 

 口サービスが低下することは避けた方が良いように思います。即日開票 

 の方が良いように考えます。 

梅田委員  翌日開票の方が良いのではないかと思います。 

委 員 長  翌日開票のままで良いように思います。現在のところ、即日開票に変え 

 るだけの理由が多く出てはいないと考えています。 

與川委員  即日開票にこだわってはいません。実際の従事職員がスムースに行え 

 るのであれば、翌日開票でも良いように思います。 

委 員 長  委員の皆さんの意見を踏まえた上で、翌日開票の方向としたいと思い 



 ます。 

委員一同  了承いたします。 

委 員 長  杉並区長選挙の選挙期日等については、いつ頃に決定する形でしょう 

 か。 

局  長  例年通りであれば、来年の１月下旬頃に決定を受けることになります。 

 その他・日程等について 

局  長 （今後の委員会日程等について確認を行った。） 

委 員 長 他に質問がなければ、本日の委員会を閉じます。 

 

 


